
令和 5 年 3 月

令和 5 年度 令和 14 年度

※複数の駐車場を有する事業にあっては、駐車場ごとの状況が分かるよう記載すること。

１．事業概要

（１）

広島市駐車場整備事業経営戦略

民 間 活 用 の 状 況

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

 イ　指定管理者制度

事　業　形　態

事 業 開 始 年 月 日 昭和４５年

　利用料金制

 ア　民間委託

駐 車 場 使 用 面 積

営 業 時 間

種 類

立 地

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

非適用

団 体 名 ： 広島市

事 業 名 ： 駐車場整備事業

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

職 員 数 1人

別紙１のとおり

施　　　　　　　　設　　　　　　　名



（２） 料　金　形　態

（３） 現在の経営状況

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

３．経営の基本方針

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）による経営比較分析表）を添付すること。

施設の見通し

　適切な維持修繕を行いながら安定した駐車場運営を行うとともに、施設の更新については、自動車と公共交通の分担バランスや
地区ごとの駐車需要の特性、民間駐車場の供給状況などを踏まえ、市営駐車場の廃止も考慮しながら、必要に応じて駐車場の配
置計画の見直しを検討する。

　計画的に修繕や料金装置の改修・更新等、各駐車場の修繕等を行う予定である。

※近隣駐車場に比較して減免を行っている場合は、その点についても記載すること。

　上記の駐車需要と同様に概ね横ばいもしくは増加で推移していくものと予想される（平成２８年度～令和３年度の収支は別紙４の
とおり。）。

　西広島駅南駐車場については、平成１７年度に発行した市債残高が残っているため、収支比率が低いが、収益性、稼働率共に
類似平均施設を大きく上回っており、償還し終える令和８年度以降は非常に安定した駐車場になると見込まれる。
　また、東観音町駐車場については、収益性、稼働率共に類似施設平均値を大きく下回っているが、他の駐車場は類似駐車場の
平均を収益性、稼働率共に上回っており、駐車場特別会計全体では非常に安定した経営状況となっている。

駐車場需要の見通し

　新型コロナウイルス流行前の令和元年度までは駐車場の利用台数は概ね横ばいもしくは増加で推移しており、今後も同様に推
移していくことが予想される（平成２８年度～令和３年度の駐車場需要は別紙３のとおり。令和３年度においては基町駐車場の利用
台数は大幅に減少をしているが、これは令和３年８月に廃止しているためである。）。

料 金 形 態 の 考 え 方

別紙2-1,2-2のとおり。

料金収入の見通し

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

組織の見通し

　指定管理者制度を導入しているため、本市の専任職員はおらず、指定管理者を監督する職員１名体制である。今後も同様の体
制で運営する予定。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標 　現状どおり、一般会計から繰入れることなく、特別会計の中で設備の更新等の必要な投資を行う。

目 標 　駐車場特別会計単独で運営を引き続き行うようにする。

　指定管理者から、料金収入を基に提案された納付金が財源となっている。
　引き続き、指定管理者からの納付金が安定的に収入できるよう、指定管理者制度の中で運営を行っていく。

　投資以外の経費については、以下のとおりである。
　・駐車場整備等に必要な地方債の償還金
　・中央駐車場敷地の借上料（国有地）
　・駐車場事業特別会計における歳入超過額（歳入-歳出）の一般会計への繰り出し
　・特別会計における公課費

  路上駐車場については、精算機の更新や時代に合わせたサービスを提供するための更新を行う。
　道路付属物駐車場や路外駐車場についても精算機の更新を行いながら、施設の修繕等に取り組む。



①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

そ の 他 の 取 組 　特になし

投 資 の 平 準 化

資産の有効活用等によ
る

収 入 増 加 の 取 組

　指定管理者の提案を受けて、空きスペースを活用した目的外利用料金収入を得られるよう検討す
る。

そ の 他 の 取 組 　特になし

料 金
　定期的に周辺民間駐車場の料金を調査しており、それらの料金との均衡を鑑み適正と考えてい
る。　今後も利用台数や売上の推移、周辺駐車場の料金の変化を注視し、適正な料金を検討する。

企 業 債

繰 入 金 　予定なし

委 託 料 　施設の修繕委託契約の内容を精査し、効率的なものとする等検討していく。

管 理 運 営 費
　指定管理としている駐車場の管理運営費は、おおむね指定管理者が負担している。
　駐車場全体の公課費及び中央駐車場の借地料（国有地）については、本市が負担している。

職 員 給 与 費 　専任職員がいないため、特別会計に計上していない。

そ の 他 の 取 組 　特になし

※投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　また、 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組
の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

　年度毎に精算機等の設備更新を計画的に行う。

　料金設備投資に企業債を活用している。

民 間 活 用 　指定管理者制度（利用料金制）導入済

利用者増加に向けた取
組

　ミライロIDの導入、キャッシュレス決済の導入等を既に行っており、今後も様々なニーズを想定して
いく。

駐車場の配置の適正化 　それぞれの駐車場に一定の需要があり、現状においては、配置は適正と考えている。

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要



５．公営企業として実施する必要性など

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

公営企業として実施す
る 必 要 性

　事業開始時期（昭和４５年）に急激な駐車需要に対応するため、民間駐車場の整備促進を図りつ
つ、公営企業としても駐車場供給を行ってきたものであり、引き続き、民間駐車場の供給状況を踏ま
えながら事業を継続する必要がある。

経営戦略の事後検証、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　毎年度の決算状況調査に合わせて進捗管理を行い、駐車場の廃止や大規模改修等がある等、収
支見込が大きく変動する場合には経営戦略の見直しを行う。

事業の意義、提供する
サービス自体の必要性

　駐車場整備地区内の駐車需要に適切に対応することにより、路上駐車を抑制し道路交通の円滑
化を図るとともに、都市機能の維持及び増進に寄与するため事業を実施する必要がある。



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度

区 分

1 (A) 625,639 672,314 425,813 598,248 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987
（１） (B) 625,559 672,234 425,786 598,248 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987

ア

イ (C)

ウ 625,559 672,234 425,786 598,248 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987
（２） 80 80 27

ア

イ 80 80 27
２ (D) 62,967 71,921 56,306 68,565 91,258 91,258 91,258 91,258 91,258 91,258 91,258 91,258 91,258 91,258

（１） 53,770 63,969 49,621 62,977 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926
ア

イ 53,770 63,969 49,621 62,976 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926
（２） 9,197 7,952 6,685 5,588 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332

ア 9,197 7,952 6,685 5,588 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332

イ

３ (E) 562,672 600,393 369,507 529,683 498,729 498,729 498,729 498,729 498,729 498,729 498,729 498,729 498,729 498,729
1 (F) 47,100 27,200 90,900 30,207 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812

（１） 47,100 27,200 90,900 30,207 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812 61,812

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

２ (G) 609,772 627,593 460,407 559,890 560,541 560,541 560,541 560,541 560,541 560,541 560,541 560,541 560,541 560,541
（１） 47,162 27,832 93,169 33,400 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100

（２） (H) 73,096 74,373 77,001 81,638 87,484 87,484 87,484 87,484 87,484 87,484 87,484 87,484 87,484 87,484
（３）

（４） 485,367 521,031 249,851 432,466 392,571 392,571 392,571 392,571 392,571 392,571 392,571 392,571 392,571 392,571
（５） 4,147 4,357 40,386 12,386 12,386 12,386 12,386 12,386 12,386 12,386 12,386 12,386 12,386 12,386

３ (I) △ 562,672 △ 600,393 △ 369,507 △ 529,683 △ 498,729 △ 498,729 △ 498,729 △ 498,729 △ 498,729 △ 498,729 △ 498,729 △ 498,729 △ 498,729 △ 498,729
(J)

(K)

(L)

(M)

(N)

(O)

(P)

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 625,559 672,234 425,786 598,248 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987 589,987

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区 分

令和１２年度

収

　

益

　

的

　

収

　

支

収

益

的

収

入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

令和３年度
【決算】

令和４年度
【予算】

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

収

益

的

支

出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資

　

本

　

的

　

収

　

支

資

本

的

収

入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前 年 度 か ら の 繰 越 金

そ の 他

資

本

的

支

出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支
(J)-(K)+(L)-

(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ）

赤 字 比 率 （ ×100 ）

地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

(R)

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

地 方 債 残 高

令和３年度
【決算】

令和４年度
【予算】

令和５年度 令和６年度 令和７年度

健 全 化 法施 行令 第16 条に より 算定 した
資 金 の 不 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法施 行令 第17 条に より 算定 した
事 業 の 規 模
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和８年度 令和９年度 令和１０年度

収 益 的 収 支 分

令和２年度
【決算】

令和元年度
【決算】

令和２年度
【決算】

令和元年度
【決算】

令和１４年度

令和１４年度

令和１３年度

令和１３年度令和１１年度 令和１２年度


